
○台東区広告掲載基準

平成１９年３月２２日 

１８台総広第１３６号 

（趣 旨） 

第１条 この基準は、台東区広告事業実施要綱（平成１９年３月２２日付１８台総広第１

３６号）第４条の規定に基づき、広告媒体への広告掲載の適否の基準を定めるものとす

る。 

（広告掲載に関する基本的な考え方） 

第２条 区の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高く信頼性の持てる情報でな

ければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしいものでなければならない。 

２ 広告の審査にあたっては、関係法令等の規定や区民への影響、公共性、公益性、社会

通念、社会経済情勢等に十分配慮した上で、広告媒体の性質に応じて、合理的かつ柔軟

な解釈又は適用を行うものとする。 

（一般的基準） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。 

(１) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(２) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(３) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するおそれのあるもの

(４) 政治性のあるもの

(５) 宗教性のあるもの

(６) 社会問題についての主義主張に関するもの

(７) 意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(８) 美観風致を害するおそれがあるもの

(９) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(１０) 区の行政運営を妨げるもの又はそのおそれがあるもの

(１１) 区の広報媒体としての公共性を損なうおそれのあるもの

(１２) 広報媒体の本来の目的を妨げるもの又はそのおそれがあるもの

(１３) 前各号に掲げるもののほか、台東区長（以下「区長」という。）が不適当と認め

るもの 

（業種又は事業者に関する基準） 

第４条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

に規定する風俗営業及びこれに類似する業種 

(２) 消費者金融に係るもの

(３) 東京都台東区暴力団排除条例（平成２３年台東区条例第２９号）第２条に規定す

る暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 



(４) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの 

(５) 区民の健康上、好ましくないと思われるもの 

(６) 興信所・探偵事務所等に係るもの 

(７) 占い又は運勢判断に関するもの 

(８) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの 

(９) 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）で、連鎖販売取引と規定さ

れるもの 

(１０) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続又は会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続を行っているもの 

(１１) 債権取立て、回収及び示談引受けを業とするもの。ただし、公的な機関並びに

弁護士及び認定司法書士が行うものを除く 

(１２) 投機的商品を取り扱うもの 

(１３) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する

法律（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹介事

業に該当するもの 

(１４) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

(１５) 営業の実態等を確認できないもの 

(１６) 広告主が情報提供することを主たる目的として作成するホームページ等の広報

媒体において、台東区広告事業実施要綱及びこの基準に反する内容を取り扱っている

もの 

(１７) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの 

 

（広告内容、表現等に関する基準） 

第５条 次に掲げる内容、表現等の広告は掲載しない。 

(１) 人権侵害、差別及び名誉毀損のおそれがあるもの 

(２) 法律で使用、販売等が禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切

な商品又はサービスを提供するもの 

(３) 他者をひぼう、中傷又は排斥するもの 

(４) 区その他公共機関が、広告主又はその商品、サービス等を推奨、保証、指定等をし

ているかのような印象を与えるもの 

(５) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、又は不安を与えるおそれの

あるもの 

(６) 国内世論が大きく分かれているもの 

(７) 誇大又は誤認を招くような表現又は根拠のない表示が含まれるもの 

(８) 著しく射幸心や購買心をあおる表現が含まれるもの 

(９) 著しく営利性を帯びているもの 

(１０) 虚偽の内容を表示するもの 

(１１) 責任の所在が明確でないもの 

(１２) 広告の内容が明確でないもの 

(１３) 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの 



(１４) 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現が含まれるもの 

(１５) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現が含まれるもの 

(１６) わいせつ性を連想又は想起させるもの 

(１７) 人体、精神又は教育に有害なもの 

(１８) 過度に鮮やかな色彩や模様を使用するもの 

(１９) 著作権や商標権等の知的財産権の侵害を引き起こすおそれのあるもの 

(２０) プライバシーを侵害するおそれのあるものや個人情報に関する取扱いが不適切

であると認められるもの 

(２１) 関係法令等による広告規制に違反するもの 

(２２) 各業界における表示に関する自主基準の定める表示事項を適切に表示していな

いもの 

(２３) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める内容、表現等が含まれるも

の 

 

（広告媒体ごとの基準） 

第６条 区長は、この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて個別の基準が

必要な場合は、別途基準を作成することができる。 

 

付 則 

この基準は、平成１９年４月１日から施行し、同日以後の広告掲載申込みから適用する。 

付 則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行し、同日以後の広告掲載申込みから適用する。 

付 則 

この基準は、平成２９年５月１日から施行し、同日以後の広告掲載申込みから適用する。 

付 則 

この基準は、令和６年１０月１日から施行し、同日以後の広告掲載申込みから適用する。 


